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(第 1条 関係 )寒 川町 職員 の職 務に 専念す る義 務の 特例 に関す る条 例新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

(目 的 ) (目 的 ) 

第 1条  こ の条 例は 、地 方公 務員 法 (昭 和 2

5年 法 律 第 261号 )第 35条               

                                   

                       の 規 定 に 基 づ

き、職務 に専 念する 義務 の特 例に 関し規

定 する こと を目的 とす る。  

第 1条  こ の条 例は 、地 方公 務員 法 (昭 和 2

5年 法 律 第 261号 )第 3 5条 及 び 地 方 教 育 行

政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 (昭 和 3 1

年 法 律 第 16 2号 )第 11条 第 5項 の 規 定 に 基

づ き、職 務に 専念す る義 務の 特例 に関し

規 定す るこ とを 目 的と する 。  

～ 略～  ～ 略～  

 

 

(第 2条 関係 ) 寒川 町教 育委 員会 教育長 の給 与及 び勤 務時間 に関 する 条例 新旧対 照表  

現 行  改 正案  

寒 川町 教育 委員会 教育 長の 給与 及び  

勤 務時 間に 関する 条例  

寒 川町 教育 委員会 教育 長の 勤務 時間  

そ の他 の勤 務条件 に関 する 条例  

第 1条  こ の条 例は、教 育公 務員 特例法 (昭

和 24年 法 律 第 1号 )第 16条 第 2項 の 規 定 に

基 づ き 、 寒 川 町 教 育 委 員 会 の 教 育 長 (以

下 「 教 育 長 」 と い う 。 )の 給 料 そ の 他 の

給 与 及 び 旅 費 並 び に 勤 務 時 間 等 を 定 め

る こと を目 的とす る。  

(削 る ) 

第 2条  教 育長 の給 料は 、月 額 618,000円 と

す る。  

(削 る ) 

2 教 育長 に は前 項 の給 料 のほ か 、地 域手

当 、通 勤手 当及び 期末 手当 を支 給する。 

(削 る ) 

3 地 域手 当 及び 通 勤手 当 の額 は 、他 の一

般 職の 職員 の例に よる 。  

(削 る ) 

4 第 1項及 び第 2項 に規 定 する 教 育長 の給

料 、 地 域 手 当 及 び 通 勤 手 当 の 支 給 方 法

は 、他 の一 般職の 職員 の例 によ る。  

(削 る ) 

5 期 末手 当 の額 及 び支 給 の方 法 は、 寒川

町 長等 常勤 の特別 職の 職員 の例 による。 

(削 る ) 

6 寒 川町 一 般職 の 職員 の 給与 に 関す る条

例 (昭 和 2 9年 寒 川 町 条 例 第 4号 )第 17条 の

2及 び 第 1 7条 の 3の 規 定 は 、 第 2項 の 期 末

手 当の 支給 につい て準 用す る。こ の場合

に お い て 、 同 条 第 1項 及 び 第 3項 か ら 第 5

項 まで の規 定中「 任命権 者」とある のは 、

「 教 育 委 員 会 」 と 読 み 替 え る も の と す

る 。  

(削 る ) 
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第 3条  削 除  (削 る ) 

第 4条  教 育 長が 職 務を 行 うた め 旅行 した

場 合に は、 旅費を 支給 する 。  

(削 る ) 

第 5条  教 育 長に は 、教 育 委員 の 報酬 、費

用 弁償 を併 給しな い。  

(削 る ) 

第 6条  こ の 条 例 に 定 め る も の を 除 く ほ

か 、教 育長 の勤務 時間 その 他の 勤務条 件

は 、他 の一 般職の 例に よる 。  

教 育長 の勤 務時間 その 他の 勤務 条件は 、

他 の 条 例 に 定 め が あ る も の を 除 く ほ か 、

他 の一 般職 の例に よる 。  

 

 

(第 3条 関係 )寒 川町 非常 勤特 別職 等の職 員の 報酬 及び 費用弁 償に 関す る条 例  

新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

別 表第 1(第 2条 関係 ) 別 表第 1(第 2条 関係 ) 

番 号  職 名  支 給

区 分  

報 酬額  

1 教 育委 員会 委員長  月 額  60,000

円  

2 教 育委 員会 委員  同  51,500

円  

3～ 60 (略 ) 

  

番 号  職 名  支 給

区 分  

報 酬額  

(削 る ) 

 

1 教 育委 員会 委員  月 額  51,500

円  

2～ 59 (略 ) 
 

  

別 表第 2(第 4条 関係 ) 別 表第 2(第 4条 関係 ) 

区 分  費 用弁 償の 額  

A  別 表 第 1に 掲 げ る

者 の う ち 第 1 号 か

ら 第 9号 ま での 者  

特 別 職 の 職 員 の 給 与

に 関 す る 条 例 (昭 和 3

8 年 寒 川 町 条 例 第 3

号 )に 定 め る 職 員 の

旅 費の 例に よる。  

B  別 表 第 1に 掲 げ る

者 の う ち 第 1 0号 か

ら 第 60号ま で の 者  

寒 川 町 職 員 の 旅 費 に

関 す る 条 例 (昭 和 3 8

年 寒 川 町 条 例 第 7号 )

に 定 め る 8級 の 職 員

の 旅費 の例 による 。  

  

区 分  費 用弁 償の 額  

A  別 表 第 1に 掲 げ る

者 の う ち 第 1 号 か

ら 第 8号 ま での 者  

特 別 職 の 職 員 の 給 与

に 関 す る 条 例 (昭 和 3

8 年 寒 川 町 条 例 第 3

号 )に 定 め る 職 員 の

旅 費の 例に よる。  

B  別 表 第 1に 掲 げ る

者 の う ち 第 9 号 か

ら 第 5 9 号 ま で  の

者  

寒 川 町 職 員 の 旅 費 に

関 す る 条 例 (昭 和 3 8

年 寒 川 町 条 例 第 7号 )

に 定 め る 8級 の 職 員

の 旅費 の例 による 。  
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(第 4条 関係 )寒 川町 特別 職の 職員 の給与 に関 する 条例 新旧対 照表  

現 行  改 正案  

(目 的及び 適用 範囲 ) (目 的及び 適用 範囲 ) 

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 (昭 和 2 2

年 法律 第 67号 )第 204条 の規 定に 基づき、

次 に 掲 げ る 常 勤 の 特 別 職 に 属 す る 職 員

の 給料、旅費 及びそ の他 の給 与の 額並び

に そ の 支 給 方 法 を 定 め る こ と を 目 的 と

す る。  

第 1条  こ の 条 例 は 、 地 方 自 治 法 (昭 和 2 2

年 法律 第 67号 )第 204条 の規 定に 基づき、

次 に 掲 げ る 常 勤 の 特 別 職 に 属 す る 職 員

の 給料、旅費 及びそ の他 の給 与の 額並び

に そ の 支 給 方 法 を 定 め る こ と を 目 的 と

す る。  

(1)・ (2) （ 略 ）  (1)・ (2) （ 略 ）  

（ 加え る ）  (3) 教育 長  

別 表第 1(第 2条 関係 ) 別 表第 1(第 2条 関係 ) 

～ 略～  ～ 略～  

職 名  給 料月 額  

町 長  829,000円  

副 町長  673,000円  
 

職 名  給 料月 額  

町 長  829,000円  

副 町長  673,000円  

教 育長  618,000円  

  

 

 

(第 5条 関係 )寒 川町 特別 職報 酬等 審議会 条例 新旧 対照 表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

第 2条  町 長は 、議 会の 議員 の議 員報酬 の

額 又 は 町 長 若 し く は 副 町 長           

の 給 料 の 額 に 関 す る 条 例 を 議 会 に 提 出

し よう とす るとき は、あ らか じめ 当該議

員 報 酬 等 の 額 に つ い て 審 議 会 の 意 見 を

聴 くも のと する。  

第 2条  町 長は 、議 会の 議員 の議 員報酬 の

額 又は 町長 、副町長 若し くは 教育 長 の 給

料 の 額 に 関 す る 条 例 を 議 会 に 提 出 し よ

う とす ると きは、あ らか じめ 当該 議員報

酬 等 の 額 に つ い て 審 議 会 の 意 見 を 聴 く

も のと する 。  

～ 略～  ～ 略～  
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(第 6条 関係 )寒 川町 教育 に関 する 事務の 職務 権限 の特 例に関 する 条例 新旧 対照表  

現 行  改 正案  

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る

法 律 (昭 和 3 1年 法 律 第 1 6 2号 )第 2 4条 の 2第

1項 の規定 に基 づき 、次 に掲 げる 教育に 関

す る 事 務 は 、 町 長 が 管 理 し 、 及 び 執 行 す

る 。  

地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る

法 律 (昭 和 3 1年 法 律 第 1 6 2号 )第 2 3条 第 1項

   の規定 に基 づき 、次 に掲 げる 教育に 関

す る 事 務 は 、 町 長 が 管 理 し 、 及 び 執 行 す

る 。  

( 1 )  ス ポ ー ツ に 関 す る こ と (学 校 に お

け る体 育に 関する こと を除 く。 )。  

( 1 )  ス ポ ー ツ に 関 す る こ と (学 校 に お

け る体 育に 関する こと を除 く。 )。  

( 2 )  文 化 に 関 す る こ と (文 化 財 の 保 護

に 関す るこ とを除 く。 )。  

( 2 )  文 化 に 関 す る こ と (文 化 財 の 保 護

に 関す るこ とを除 く。 )。  

 

改 正附 則  

 附  則  

 (施 行期日 ) 

 1 この条 例は 、平成 27年 4月 1日 から 施行

す る。  

 (経 過措置 ) 

 2  地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す

る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 (平 成 2 6年

法 律 第 7 6号 。 以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 )

附 則 第 2条 の 規 定 に よ り 、 改 正 法 に よ る

改 正 前 の 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営

に 関 す る 法 律 第 16条 第 1項 の 教 育 長 が 在

職 する 場合 におい ては 、この条 例に よる

改 正 後 の 寒 川 町 職 員 の 職 務 に 専 念 す る

義 務の 特例 に関す る条 例 、寒川 町教 育委

員 会 教 育 長 の 給 与 及 び 勤 務 時 間 に 関 す

る 条例 、寒 川町 非常 勤特 別職 等の 職員の

報 酬及 び費 用弁償 に関 する 条例 、寒 川町

特 別 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 及 び

寒 川 町 特 別 職 報 酬 等 審 議 会 条 例 の 規 定

は 適用 せず 、こ の条 例に よる 改正 前の寒

川 町 職 員 の 職 務 に 専 念 す る 義 務 の 特 例

に 関す る条 例、寒川 町教 育委 員会 教育長

の 給与 及び 勤務時 間に 関す る条 例、寒川

町 非 常 勤 特 別 職 等 の 職 員 の 報 酬 及 び 費

用 弁償 に関 する条 例 、寒 川町 特別 職の職

員 の 給 与 に 関 す る 条 例 及 び 寒 川 町 特 別

職 報酬 等審 議会条 例の 規定 は、なお その

効 力を 有す る。  
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